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在宅医療について
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　超高齢者社会に伴って、医療保険や介護保険の財源難のため、病院中心の医療
から在宅医療中心の医療・介護への制度改革を推し進められています。
　今後、在宅医療に求められる医療・介護体制として図1の割合から図2の割合
へ緩和ケア中心の体制へと変化が求められています。
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　新制度としての介護医療院や地域連携型の在宅医療が制度的に推し進められ
ているため、国民皆保険が存続する限り、今後在宅医療が中心となるかと思い
ます。
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